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スポーツ少年団活動におけるマスクの着用が不要な場面及び留意事項について（通知） 

 

 平素より本道のスポーツ少年団活動に対し、種々ご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

この度、北海道教育庁から別添のとおり学校生活における児童生徒等のマスクの着用についての通知

がありましたので、以下の事項にご留意いただき、貴管下関係団体等へご周知いただきますようお願い

致します。 

また、新型コロナウイルス感染症にかかる基本的な感染対策（「三つの密」の回避、「人と人との距離

の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等）の重要性は変わるものではなく、これ

から夏季を迎える中で、マスクの着用に関して注意すべき点をお知らせする事項となりますので、その

旨ご留意ください。 

記 

１．マスクの着用が不要な場面及びそれに際した留意事項 

 （1）屋外の運動場に限らず、プールや屋内の体育館等を含む活動において、十分な身体的距離が確

保できる場合は、マスクの着用は必要ありません。 

その際、地域の感染状況を踏まえつつ、団員等の間隔を十分に確保する、屋内において呼気が激

しくなるような運動は避ける、こまめに換気を行う等にご留意ください。 

 （2）運動部活動や体育の授業に準じつつ、近距離で組み合ったり接触したりする運動をはじめ活動

の実施にあたっては、各競技別の感染防止ガイドライン等も踏まえて対応をお願いします。 

（3）熱中症リスクが高い夏場においては、移動時にマスクを外すよう指導するなど、熱中症対策を

優先した対応をお願いします。 

特に小学生など団員自らマスクを外して良いか判断が難しい場合もあることから、指導者が積極

的に声をかけるなどの指導をお願いします。その際、人と十分な距離を確保し会話を控えること、

公共交通機関を利用する場合にはマスクを着用することについても併せて指導してください。 

（4）この他、休憩時間における運動遊びや屋外で会話をほとんど行わないことが想定される教育活

動等においては、別添「マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」の「1.マスク着用

の考え方」に基づき対応をお願いします。 

 

２．同封書類 

・学校生活における児童生徒等のマスクの着用について（北海道教育庁学校教育局） 
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